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諮  問  の  概  要 
（平成 24年に実施される就業構造基本調査の計画及び就業構造基本調査（基幹統計）の指定

の変更（名称の変更）について） 

 

Ⅰ 平成24年に実施される就業構造基本調査の計画 

１ 調査の目的等 

就業構造基本調査は、雇用の構造的な変化を把握する観点から、国民の就業及び不就業

の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造の実態を明らかにすることを目的として、世

帯を対象に実施している調査である。 

本調査は、昭和 31 年に第１回調査を実施し、その後、昭和 57 年まではおおむね３年周

期、昭和 58 年以降は５年周期で実施しており、旧統計法（昭和 22 年法律第 18 号）に基

づく指定統計調査として、平成 19 年までに 15 回の調査を実施してきた。平成 21 年４月

からは、新統計法（平成 19 年法律第 53 号）の全面施行に伴い、同法第２条第４項第３号

に規定される基幹統計（就業構造基本調査）を作成するための基幹統計調査として実施し

ている。 

本調査の結果は、重点的に取り組むべき雇用・労働政策の方向性の検討や労働時間に関

する検討などに利用されているほか、男女共同参画関連施策や地方公共団体における政策

立案の検討にも幅広く活用されている。 

 

２ 諮問の趣旨 

近年、企業間競争の激化、経済の低迷等を背景として、非正規雇用者の増加等就業構造

が大きく変化しつつある。また、少子高齢化が急速に進行し、労働力人口の減少が社会全

体の課題となる中で、多様な人材を十分に活用する必要があることから、仕事と生活との

調和を図るワーク・ライフ・バランスや育児・介護支援の重要性が高まっている。 

こうしたことから、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年３月 13 日閣

議決定）において、働き方の多様化に対応した労働法制の改正に資する観点や少子高齢化

対策及びワーク・ライフ・バランスの実現に資する統計の整備を図る観点から、関係する

統計調査において、必要な調査事項の追加等についての検討が求められている。 

これらのことを受け、全国及び地域別の就業構造の実態をより的確に把握するため、報

告者の負担に配慮しつつ、調査事項等の変更を行うことについて統計委員会に諮問するも

のである。 

 

３ 主な変更内容 

(1) 主な調査事項の変更 

ア 調査内容の追加 

(ｱ) 雇用契約期間に関する把握方法の変更 

平成 16 年の労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）の改正において有期雇用契約

の年限が延長されたことに伴い、有期雇用契約の状況に大きな変化が生じたと考え

られるため、その実態をより的確に捉えるため，「雇用契約期間の定めの有無及び

１回当たりの雇用契約期間」及び「雇用契約の更新の有無・更新回数」を新たに追

加する。 
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    (ｲ) 育児・介護の状況の追加 

       今後の少子高齢化対策に資する基礎データを提供する観点から、就業と育児・

介護との関係を把握するため、「育児・介護の実施の有無」及び「育児休業・介護

休業の取得の有無、休業形態」を新たに追加する。 

    (ｳ) 「収入の種類」の把握単位の変更 

             「収入の種類」は就業状況と密接に関連する事項であるが、このうち社会保障

給付による収入について、雇用保険等の加入状況に関し過去の世帯を対象とする統

計調査とそれに関係する業務統計との間にかい離が見受けられる等の状況を勘案す

ると、把握単位が従来の「世帯」では必ずしも十分かつ正確な調査ができないおそ

れがあるため、これを「世帯員」に変更する。 

(ｴ)  「卒業年次」の追加 

学校卒業時の経済情勢は、その後の雇用形態（正規雇用、非正規雇用等）等を

大きく左右していると考えられることから、卒業年次と現在の就業実態との関係を

明らかにするために、卒業後 30 年以内の昭和 58年以降の卒業者について、「卒業

年次」を追加する。 

(ｵ)  「東日本大震災の仕事への影響」等の追加 

  東日本大震災が就業状況に与えた影響や震災後の就業異動の状況を把握・分析

し、震災関連の雇用対策の効果を検証するため、「震災の仕事への影響（休職、離

職等）」、「震災による避難の状況」等を新たに追加する。 

 

イ 調査内容の充実 

 (ｱ) 希望就業時間の調査対象を拡大 

ワーク・ライフ・バランスの実現には、個人の置かれた状況に応じた多様な働

き方を選択できる環境が確保される必要があることから、希望する就業時間と実

際の就業時間とのミスマッチの状況をより一層詳細に分析するため、希望就業時

間の調査対象を、従来の継続就業者（現在の仕事を今後も継続する意向を持って

いる就業者）のみならず、転職希望者等全ての就業者に拡大する。 

(ｲ) 非求職理由の選択肢の変更  

非求職理由と出産・育児との関係を分析することにより、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現に資するデータを提供するため、非求職理由の選択肢の一つである「育

児や通学などのため仕事が続けられそうにない」を、「通学のため仕事が続けられ

そうにない」及び「出産や育児のため仕事が続けられそうにない」に分割する。 

 

ウ 調査事項の削除 

(ｱ) 「現職への就業理由」の削除 

「現職への就業理由」は、「前職の離職理由」との関係から転職の実態を分析す

るために設けていた調査事項であるが、時系列的に大きな変化はなくなり、把握す

る必要性が他の項目に比べ低いと考えられるため、報告者の負担軽減等も勘案し削

除する。 

(ｲ) 「前職の企業全体の従業者数」の削除 

「前職の企業全体の従業者数」は、前職の企業規模が現職の企業規模や雇用形

態にどのように影響を与えているかを分析するために設けていた調査事項である

が、時系列的に大きな変化はなくなり、把握する必要性が他の項目と比べ低いと

考えられるため、報告者の負担軽減等も勘案し削除する。 

(ｳ) ９月末１週間の就業・不就業の状態を削除 
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本項目は、雇用情勢等の地域別実態をきめ細かく捉えることを目的に、平成 14

年就業構造基本調査及び平成 19 年就業構造基本調査（以下「平成 19 年調査」とい

う。）の２回にわたり調査してきたが、ふだんの就業及び不就業の状態（以下「ユ

ージュアル・ベース」という。）と月末１週間の就業及び不就業の状態（以下「ア

クチュアル・ベース」という。）の調査事項のクロス集計に基づく結果を分析した

ところ、就業状態が整合的でないものはごくわずかであったことから、ユージュア

ル・ベースの項目のみを調査することとし、アクチュアル・ベースの項目を削除す

る。 

 

(2) 調査方法の変更 

 ア インターネットを用いた回答方式の対象地域の拡大 

平成 19 年調査で一部地域（８都県の９市２区）において試験的に導入したインタ

ーネットを利用して回答を行う方式について、その対象地域を拡大（原則として、全

国の県庁所在都市、政令指定都市及び人口 30万以上の市）して実施する。 

 

イ コールセンターの設置 

  本調査に関する報告世帯からの照会に効率的に対応するため、コールセンター（民

間事業者に委託）を設置する。 

 

(3) 集計事項の変更 

調査内容の追加・充実を踏まえ、①非正規就業の実態把握に資する集計、②少子高齢

化における雇用環境の把握に資する集計、③ワーク・ライフ・バランスの実態把握に資

する集計を充実させるとともに、地域別結果の利用の促進を図る観点から、これまでの

地域区分(全国、都道府県、政令指定都市、県庁所在都市、人口 30 万以上の市)に加え

新たな地域区分（県内ブロック）による集計を行う。また、東日本大震災と雇用との関

係の把握に資する集計も行う。 

 

Ⅱ 就業構造基本調査（基幹統計）の指定の変更（名称の変更） 

  「就業構造基本調査」は、現在、基幹統計調査の名称であると同時に、基幹統計の名称で

もあるが、新統計法では、統計とそれを作成する手段である統計調査とを概念上区別してお

り、基幹統計の名称を基幹統計調査の名称と同一にしておくことは適当でない。 

この点を踏まえ、基幹統計調査である就業構造基本調査の結果によって作成される基幹統

計の名称を「就業構造基本調査」から適切な名称（案：就業構造基本統計）に変更する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

調査の目的：国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造の実態を明らかにする 

調査の周期：昭和31～57年までおおむね３年おき、58年以降は５年ごとに実施（平成24年調査は16回目） 

調 査 日：平成24年10月１日現在 

調査対象 ：全国約３万２千調査区、約51万世帯の15歳以上の者約108万人 

調査事項 ： 

・有業者に関する事項（従業上の地位、雇用形態、産業、転職又は追加就業の希望の有無等）  

・無業者に関する事項（就業希望の有無、非就業希望理由等）  

・前職、初職に関する事項、訓練・自己啓発の有無 等 

調査の流れ： 

   
総務省統計局 都道府県 指導員 調査員 調査世帯市区町村総務省統計局 都道府県 指導員 調査員 調査世帯市区町村

 

利活用状況： 

・労働関係 ⇒雇用・労働政策の企画立案等の基礎資料としての利用や経済財政白書、労働経済白書

などの各種白書等での利用  

・男女共同参画関係⇒能力開発・生涯学習施策に関する基礎資料としての利用  

・地方公共団体⇒都道府県における雇用対策や男女共同参画計画の策定など幅広く利活用  

 

平成24年調査においては、少子高齢化による労働力人口の減少や非正規雇用の増加に見られる雇用の構造

的な変化に対応するとともに、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成21年3月13日閣議決定）等に

おける指摘事項を踏まえ、調査内容の見直し等を行う。 

○ 少子高齢化の進展への対応やワーク・ライフ・バランスの状況の把握 

・就業と育児、介護の関係の分析に資する事項の検討 

○ 非正規雇用の実態の的確な把握 

・有期雇用契約の分析に資する事項の検討 

○ 若年者の雇用問題への対応 

・若年層の厳しい雇用状況の分析に資する事項の検討 

○ 東日本大震災と雇用との関係の把握 

○ 調査環境の変化を踏まえた調査の効率的な実施 

 

 

○ 少子高齢社会における雇用環境の把握及びワーク・ライフ・バランスの分析に資するため、育児・介護

に関する調査事項として、育児・介護の実施状況、育児休業・介護休業などの取得の有無を追加 

○ 非正規雇用の実態把握を充実させるため、雇用契約期間に関する調査事項を追加 

○ 雇用保険等の受給状況を的確に捉えるため、年間収入の把握を世帯から個人単位に変更 

○ 学卒時の経済情勢と就業実態の関係を明らかにするため、調査事項に学校の卒業時期を追加 

○ 東日本大震災と雇用との関係を把握するため、震災による離職等の状況や避難の状況を追加 

○ 地域別の就業の実態を明らかにするための集計の充実（都道府県内ブロック別集計の追加） 

○ オンライン調査の導入地域の拡大とコールセンターの設置による調査の効率的かつ円滑な実施 

調査の概要 

近年の重要課題(新たなニーズ) 

 

平成24年調査のポイント 

 

資料１ 



就業構造基本調査結果の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①  「産業構造審議会」において、経済成長と公平性を図る上での基礎資料として利

用 

② 「雇用政策研究会」において、重点的に取り組むべき雇用・労働政策の方向性に

ついての議論の基礎資料として利用 

③ 「労働政策審議会」において、労働条件（労働時間等）に関する議論の基礎資料

として利用 

④ 「男女共同参画会議」において、男女共同参画の視点からみた生活困難者の実態

把握及び関連施策検討のための基礎資料として利用 

⑤ 都道府県等別の就業構造の分析及び地域活性化施策の立案 

行政上の施策への利用等 

 
① 経済財政白書 
② 労働経済白書 
③ 厚生労働白書 
④ 青少年白書 
⑤ 男女共同参画白書 
⑥ 高齢社会白書 
⑦ 中小企業白書 
⑧ ものづくり白書 
⑨ 子ども・子育て白書 
⑩ 文部科学白書 

白書等における分析での利用 

 
国民経済計算における国民所得の推計のための就業者数、雇用者数の算出に利

用 

国民経済計算の推計への利用 

 
① 地方公共団体における男女共同参画計画策定の基礎資料として利用 
② 職業能力開発計画策定の基礎資料として利用 

地方公共団体における利用 

資料２ 




